


「日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画」の策定にあたって 

 

 日野市では平成 23 年に「ともに創ろう 心つながる 夢のまち 日野 ~水

とみどりを受けつごう~」を将来都市像に掲げ、まちづくりに取り組んでいます。

これまでも、平成 17 年に「日野市交通バリアフリー基本構想」を策定し、全て

の鉄道駅についてバリアフリー化がなされるなど、駅を中心としたバリアフリ

ー化を重点的に進めてきました。 

 また、平成 21 年には日野市ユニバーサルデザイン推進条例を施行しました。

障害がある人も障害がない人と同じように社会に参加できることが「ノーマラ

イゼーション」の理念です。市民だれもが自らの意思で、あらゆる活動に自由

に参加し、人生を楽しみながら希望を持って生きられる社会を目指しユニバー

サルデザインのまちづくりを推進しています。 

 国では「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律(交通バリアフリー法)」と「高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築に関する法律(ハートビル法)」を統合・拡充し、「高齢

者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」として

平成 18 年に一体化しました。身体障害者のみならず知的・精神・発達障害者等

すべての障害が対象として規定された上に、一体的・総合的なバリアフリー施

策に向けて基本構想における対象施設の範囲も拡充されたのです。 

 この度、本市ではこの法律の施行に伴い、さらにユニバーサルデザインのま

ちづくりを推進するため、日野市交通バリアフリー基本構想の改訂(第二次日野

市バリアフリー基本構想)を含め、日野市ユニバーサルデザイン推進条例に規定

される日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画を策定いたしました。 

 今後は、本推進計画に基づき、市民及び事業者の参画、協働による市全体の

ユニバーサルデザインのまちづくりに努め、推進して参ります。 

 むすびに、本推進計画の策定にあたり、多大なる御尽力を賜りました関係各

位に厚く御礼を申し上げます。 

 

 
                 平成 24 年(2012 年)6 月 

            日野市長 
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【本計画における法令等名称の通称について】 

正式名 通称 

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の
円滑化の促進に関する法律 

交通バリアフリー法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律 

ハートビル法 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 バリアフリー新法 

日野市ユニバーサルデザイン推進条例 ＵＤ推進条例 

日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画 本計画 

日野市交通バリアフリー基本構想 旧基本構想 

第二次日野市バリアフリー基本構想 第二次基本構想 

 

※）移動等円滑化基準 

・高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することを目的と

する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年

法律第 91 号）に基づき、公共交通機関、道路、路外駐車場、公園施設、建築

物において円滑に移動ができるように定めた構造・設備などの基準のこと。 

 

 

 

【本計画における地図について】 

本計画で使用した地図は東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用したものです。

(MMT 利許第 027 号-10、24 都市基測第 16 号) 無断複写を禁じます。 

 

 

 

【用語の説明について】 

本計画書の本文中で、語句の右上に「＊」が表示されているものは、参考資料

の「■ 用語の説明」の一覧表に収録しています。 
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序章．ユニバーサルデザインまちづくり推進計画の基本的考え方 

 

１．策定の背景と目的 

 

わが国では、平成 17 年（2005 年）に高齢化率 20%を超え超高齢社会に突入し、そ

の後も世界でも例をみない急速な高齢化が進んでおり、平成 37 年（2025 年）には

高齢化率は 30％を超えると予想されています。 

また、障害者が障害を持たない人と同様に社会に参加できるというノーマライゼ

ーション（※）の理念が浸透してきており、だれもが自立した日常生活や社会生活

を営むことができるまちづくりを進めることが求められています。 

※）障害者を特別視するのではなく、障害のある人とない人が、地域社会の中でともに

生きることが当然の姿であるという考え方。用語の説明（240 ページ）参照。 

このような社会情勢において、日野市では、バリアフリー環境整備の取り組みと

して「公園探検隊」、「道路点検隊」、「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業

（ハードとソフトを組み合わせたユニバーサルデザインの整備）」など市民との協働

によりさまざまな活動を展開し、平成 17 年には、交通バリアフリー法に基づく旧基

本構想を策定し、駅を中心にした一定地域における駅施設や道路等のバリアフリー

化を重点的・一体的に推進してきました。 

また、高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障害となるものを除去するバ

リアフリー＊という考え方を包括し、能力、年齢、性別、人種等に係らず、多様な

人々が可能な限り 大限に生活しやすいように環境を構築するユニバーサルデザイ

ン＊という考え方のまちづくりを目指し、平成 21年にＵＤ推進条例を施行しました。 

＊）用語の説明（240 ページ）参照。 

同条例により、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策を総合的かつ計画

的に推進する上で必要な事項を調査審議するための日野市ユニバーサルデザインま

ちづくり推進協議会を平成 22 年に設立し、旧基本構想におけるバリアフリー事業の

進行管理やまちづくり白書の作成などを行ってきました。 

これまでの取り組みによって、旅客施設や駅周辺の面的なバリアフリー化は一定

程度進んできていますが、ユニバーサルデザインの観点としては、まだまだ十分と

はいえない状況にあります。 

これらの状況と、平成 22 年に旧基本構想の前期整備期間が終了したことから、バ

リアフリー新法に対応する見直しも含め、ユニバーサルデザインのまちづくりに関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となる本計画の策定に着手

しました。 

本計画では、日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会委員及び市民に

よるバリアフリー点検のためのまち歩き、施設点検、ワークショップを実施すると

ともに、障害者、高齢者、子育て世代などにヒアリングを行い、だれもが自由に快

適に移動でき、かつ情報を発信し得られるユニバーサルデザインのまちづくりを目

指した本計画を策定しました。 



【序章．ユニバーサルデザインまちづくり推進計画の基本的考え方 １．策定の背景と目的】 

 2

ユニバーサルデザインまちづくり推進計画策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本計画の策定・公表 

平成 

22 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

23 年度 

第６回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会（6/24） 

・ユニバーサルデザインまちづくり推進計画の目的と位

置づけ、４つの基本方針、スケジュール 

第７回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会（11/1）

・道路のまち歩き・ワークショップに基づいた道路整備

計画の考え方 
・情報伝達や利用しやすさのスパイラルアップの考え方 

市民ワークショップの開催 
第３回（12/13） 

南平駅と日野市ふれあいホール 

市民ワークショップの開催 
第１回（7/30）：３地区のまち歩き（南

平駅、平山城址公園駅、市役所） 
 
 
 
 
 
 
 
第２回（10/12）：３地区の生活関連

施設（同上）と平山城址公園駅 

第８回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会（1/25）

・交通バリアフリー基本構想改訂の検討（新規３地区、

従来の４地区） 

パブリックコメントの募集（5/7～5/20） 

第１０回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会（6/21） 

・パブリックコメントを反映させた最終調整 
・推進計画答申

 

 

 

平成 

24 年度 

第９回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会（3/29）

・ユニバーサルデザインまちづくり推進計画（案） 

【ユニバーサルデザインまちづくり推進計画策定（UD 推進条例第８条）】 

【交通バリアフリー基本構想改訂（第二次基本構想）】

平成 

21 年度 

ユニバーサルデザイン推進条例施行 
・まちづくり推進協議会設置（UD 推進条例第７条）

平成 

20 年度 ユニバーサルデザイン推進条例制定 

平成 

17 年度 

～ 

19 年度 

平成１７年度：交通バリアフリー基本構想策定

平成１８年度：特定事業計画策定、整備着手 
※）バリアフリー新法制定 

 

 

 

～ 特定事業の整備推進 ～ 

 

 

 

平成２２年度：前期整備期間終了 

交通バリアフリー基本構想 ユニバーサルデザインまちづくり推進計画 

第５回ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会 
・「まちづくり白書作成（UD 推進条例第 11 条）」

諮問・答申 

・「推進計画の策定」諮問
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２．本計画の位置づけと構成 

 
本計画は、日野市の上位計画である第五次日野市基本構想・基本計画（2020 プラ

ン）、日野市まちづくりマスタープランを踏まえ、日野市地域福祉計画、日野市地域

防災計画等との相互の関連性を持ち、４つの柱として「ユニバーサルデザインまち

づくりの基本方針」、「第二次日野市バリアフリー基本構想」、「だれもが情報を得ら

れ伝えられる社会（情報保障）」、「利用しやすさのスパイラルアップと心のバリアフ

リー」で構成します。 

本計画の上位計画、関連計画との関係を含めた構成を以下に示します。 

本計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．本計画の計画期間 

 
本計画は第二次基本構想（第２章）の整備期間と合わせ、平成 32 年度までを計画

期間とします。また、必要に応じ見直しをしていきます。 

本計画：日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画 

施設整備計画 
建築物、道路、公園、その他施設の計画

的なユニバーサルデザイン化 

情報整備計画 
ユニバーサルデザインの考え方や情報を速

やかに伝達・周知する方法の計画 

第１章．ユニバー

サルデザインま

ちづくりの基本

方針 

第２章．第二次

日野市バリア

フリー基本構

想 

第３章．だれもが

情報を得られ伝

えられる社会

（情報保障） 

第４章．利用しや

すさのスパイラ

ルアップと心の

バリアフリー 

交通バリアフリー法 

（平成 12 年） 

日野市交通バリアフリー

基本構想（平成 17 年） 

バリアフリー新法 

（平成 18 年） 

基本方針の改正 

日野市ユニバーサル 

デザイン推進条例 

（平成 21 年） 

市の関連する計画 

・日野市地域福祉計画 

・日野市地域防災計画 

・各所管による施設改

修計画 

第五次日野市 

基本構想・基本計画 

（2020 プラン） 
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第１章．ユニバーサルデザインまちづくりの基本方針 

 

１．まちづくりの目指す姿 

 

市では、市民だれもが自らの意思で自由に行動し、あらゆる活動に参加し、人生

を楽しみながら希望を持って生きられる社会を築くことを目指します。 

「だれも」とは、能力、年齢、性別、人種等にかかわらない、多様な人々のこと

で、障害者、高齢者に限らず、ベビーカーを使う子育て中の親、内部障害（＊）の

ある人、妊婦や怪我をしている人などのことで、「すべての人」を指します。 

＊）肢体不自由以外の体の中の障害のこと。身体障害者福祉法で定める障害のうち、心臓機 

能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免 

疫不全ウイルスによる免疫機能障害（エイズ）、肝臓機能障害の 7つを指す。 

すべての人の例示 

現状で感じる困難

や不自由 
困難や不自由な状況 

移動が困難 

疲れやすい 

段差や階段の上り下り、急なスロープや長いスロープなど

の移動が困難。 

【例】車いす使用者、杖使用者、高齢者、ベビーカー使用

者、妊産婦、荷物を持った人、内部に障害のある人、怪

我をしている人など 

スペ－スが必要 駐車場やトイレの広さ、通路・改札口の幅、テーブルの周

り、駐車場などで十分なスペースが必要。 

【例】車いす使用者、ベビーカー使用者、子連れの親子、

妊産婦、大きな荷物を持った人、酸素ボンベを持ってい

る人、介助が必要な人など 

手で操作が困難 小さなボタン・スイッチ、持ちにくいドアの取っ手や小さ

なカギ、重いドアなど操作がしにくく、力が必要で、操作

が困難。 

【例】力の弱い人（高齢者や子供）、手に障害のある人など

情報入手が困難 案内サインなどが読めないため、音で情報を得る。放送や

話し声が聞こえないため、文字や視覚で情報を得る。会話

で意志を伝えにくい。日本語表記を読取りにくいなど。 

【例】視覚や聴覚、言語に障害のある人、外国人など 

コミュニケーショ

ンに配慮が必要 

判断や理解が困難。対人関係が苦手。日本語表記を読取り

にくいなど。 

【例】コミュニケーションが困難な人、認知症の人など 

 

 

ぼうこう
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２．ユニバーサルデザインまちづくりの基本目標 

 
ユニバーサルデザインのまちづくりを進めていくため、『目標１：安心して上を向

いて歩けるまち』、『目標２：人・地域・つながりを育むまち』、『目標３：ハード・

ソフト・ハートが連携する仕掛け』を基本目標とします。 

ユニバーサルデザインまちづくりの３つの基本目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標３：ハード（空間）・ソフト（仕組み、制度）・ハート（教育、普及・啓発）が連携する仕掛け 

～日野市ユニバーサルデザイン推進条例等の推進～ 

 

基本目標１：安心して上を向いて歩けるまち 

～移動にかかるユニバーサルデザイン化（ハード・ソフト）～

 

基本目標２：人・地域・つながり

を育むまち 

～建築物・駅舎等のユニバーサル

デザイン化（ハード・ソフト）～

 
 

 

 

 
基本方針１ 

様々な物的バリアの改善 

・移動等円滑化基準に則し

た物的バリアの改善 

基本方針２ 

移動における休憩スペー

スの確保 
・休憩施設、駅とバス停を

結ぶ雨よけの上屋など 

基本方針３ 

迷わない情報案内 

・見える・聞ける・触れる

情報案内 

基本方針４ 

災害時・緊急時の対策 

・避難路の確保など災害

時・緊急時の対策 
・防犯対策 

基本方針５ 

交通規制等による歩行者の安

全性の確保 

・交通規制 
・違法駐車・駐輪規制 

基本方針６ 

交通手段・移動手段の充実化 
・移送サービス 
・乗り換え環境の改善 
・乗り換え時の歩行支援対策

（タウンモビリティ） 

基本方針８ 

駅舎・公共公益施設のユニバー

サルデザイン化 
・駅舎・公共公益施設のユニバ

ーサルデザイン化 

基本方針９ 

店舗など民間施設のユニバーサ

ルデザイン化 
・商業施設等のユニバーサルデ

ザイン化 

だれもがいつでも自由に移動できるように、ユニバーサルデ

ザインの視点に立ち、移動のネットワークを形成します。 

＋

上記の施策と連携し、ＵＤ推進条例との連携、市民・行政・交通事業者など各主体が協力しユニバー

サルデザイン化を進める仕組みや、多様な情報収集・伝達などのソフト施策を充実し、スパイラルアッ

プを図っていきます。また、各主体のユニバーサルデザインへの意識を高めるために、普及啓発活動

等のハート施策を充実します。 

＋

駅舎、公共公益施設、店舗、

公園などを、人と人や、地域

のつながりを育む連続した一

体的なユニバーサルデザイ

ン化を目指します。 

基本方針７ 

工事中の安全性の確保 
・代替えルート、誘導サイン、

視覚障害者誘導用ブロック

の設置 
・安全誘導員の配置 

＋

基本方針１０ 

公園のユニバーサルデザイン化

・公園のユニバーサルデザイン

化

＋

基本方針１２ 市民参画・協働や、

多様な情報収集・提供によるデザ

イン・評価・スパイラルアップ 
・計画→施工→評価の市民参画、

評価によるスパイラルアップ 
・多様な情報収集・提供 

基本方針１３ 

ハートを育てる啓発活

動の充実 
・シンポジウムの開催 
・心のバリアフリー講

習会の開催 

基本方針１４ 

企業やＮＰＯ等

との協働 
・企業・ＮＰＯ・

市民との情報

交換 

基本方針１１ 

関係機関との相互調整
とスパイラルアップ 
・国、都との整合性確認、

施工後の評価によるス

パイラルアップ 
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ユニバーサルデザインの３つの基本目標と施策の体系（１／４） 
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ユニバーサルデザインの３つの基本目標と施策の体系（２／４） 
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ユニバーサルデザインの３つの基本目標と施策の体系（３／４） 
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ユニバーサルデザインの３つの基本目標と施策の体系（４／４） 
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３．本計画の組み立て 

 

目指す姿を実現するためには、物的なバリアフリー化を図ることはもとより、地

形的特徴によりバリアフリー化が困難な場合においては移動支援策を整備するなど、

広い視点でアプローチすることでユニバーサルデザインのまちづくりを進めていき

ます。 

ユニバーサルデザインまちづくりの基本目標と本計画の組み立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニバーサルデザインまちづくりの基本目標】 

基本目標１：安心して上を向いて歩けるまち 

基本方針１：様々な物的バリアの改善 

基本方針２：移動における休憩スペースの確保 

方針３：迷わない情報案内 
方針４：災害時・緊急時の対策 

基本方針５：交通規制等による歩行者の安全性

の確保 

基本方針６：交通手段・移動手段の充実化 

基本方針７：工事中の安全性の確保 

基本目標２：人・地域・つながりを育むまち 

基本方針８：駅舎・公共公益施設のユニバーサ

ルデザイン化 

基本方針９：店舗など民間施設のユニバーサル

デザイン化 

基本方針 10：公園のユニバーサルデザイン化 

基本目標３：ハード・ソフト・ハートが連携

する仕掛け 

基本方針 11：関係機関との相互調整とスパイラ

ルアップ 

基本方針 12：市民参画・協働や、多様な情報収

集・提供によるデザイン・評価・

スパイラルアップ 

基本方針 13：ハートを育てる啓発活動の充実 

基本方針 14：企業やＮＰＯ等との協働 

【本計画の組み立て】 

（対応する章） 

第２章 

第二次日野市バリ

アフリー基本構想 

第３章 

だれもが情報を得

られ伝えられる社

会（情報保障） 

第４章 

利用しやすさのス

パイラルアップと

心のバリアフリー 

基本方針３：迷わない情報案内 

基本方針４：災害時・緊急時の対策 


